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退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付要綱及び実施要領について

（通知）

標記について、別添のとおり定めたので通知します。

添付書類：１ 退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付要綱

２ 退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付実施要領



昭和６２年１０月１日

退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付要綱

（通則）

第１条 退職予定自衛官就職援護業務費補助金（以下「補助金」

という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化

法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施

行令」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるとこ

ろによる。

（交付の目的）

第２条 補助金は、財団法人 自衛隊援護協会（以下「補助事業

者」という。）が行う定年等退職予定自衛官（以下「退職予定

自衛官」という。）の再就職のための無料職業紹介事業に必要

な経費を国が補助し、もって退職自衛官再就職援護に資するこ

とを目的とする。

（交付の対象及び補助率）

第３条 防衛大臣は、補助事業者が退職自衛官の再就職のため無

料職業紹介事業（以下「補助事業」という。）に必要な経費の

うち、補助金交付の対象として防衛大臣が認める経費（以下

「補助対象経費」という。）にういて、予算の範囲内で補助金

を交付する。

２ 補助対象経費の区分は、下記のとおりとし、その細目は防衛

大臣が別に定める。

（款）役職員給与

（款）管理運営費

（款）職業紹介事業

３ 補助事業者に対する補助金の額は、予算の範囲以内で定額と

する。

（申請手続）

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

別紙様式第１による退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付

申請書（以下「交付申請書」という。）を作成し、防衛大臣に

提出しなければならない。

（交付決定の通知）

第５条 防衛大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があっ

たときは、その内容を審査の上、その交付申請を適当と認めた

場合は交付決定を行い、別紙様式第２による退職予定自衛官就

職援護業務費補助金交付決定通知書（以下「交付決定通知書」

とういう。）を補助事業者に送付するものとする。

（申請の取り下げ）

第６条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件

に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げ

ようとするときは、交付決定の通知を受理した日から１４日以

内にその旨を記載した書面を防衛大臣に提出しなければならな

い。

（契約及び支払）



第７条 補助事業者は、補助事業を遂行するための契約締結及び

支払を行う場合、国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、

公正かつ最少の費用で最大の効果をあげられるように費用の効

率的使用に努めなければならない。

（計画変更の承認）

第８条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらか

じめ別紙様式第３による退職予定自衛官就職援護業務費補助金

補助事業計画変更承認申請書を防衛大臣に提出し、その承認を

受けなければならない。

（１） 補助対象経費の（項）ごとの配分された額を変更しよ

うとするとき及び防衛大臣が別に定める場合。

（２） 補助事業の事業計画の内容を変更しようとするとき。

２ 防衛大臣は、前項の承認を行う場合において、必要に応じ交

付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

（補助事業の中止又は廃止）

第９条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとすると

きは、別紙様式第４による退職予定自衛官就職援護業務費補助

金事業中止（廃止）承認申請書を防衛大臣に提出し、その承認

を受けなければならない。

（補助事業遅延の届出）

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速や

かに別紙様式第５による退職予定自衛官就職援護業務費補助金

補助事業事故報告書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなけ

ればならない。

（状況報告）

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について

各四半期終了後１０日以内に別紙様式第６による退職予定自衛

官就職援護業務費補助金に係る補助事業実施状況報告書を防衛

大臣に提出しなければならない。

（実績報告）

第１２条 補助事業者は、補助事業を完了したとき又は第９条の

規定により中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その日か

ら３０日以内又は翌年度の４月１０日のいづれか早い期日まで

に、別紙様式第７による退職予定自衛官就職援護業務費補助金

補助事業実績報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、報告書の提出期限について防衛大臣の

別段の承認を受けたときは、その期間とすることができる。

（補助金の額の確定）

第１３条 防衛大臣は、前条に規定する報告を受けた場合には、

報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、そ

の報告に係る補助事業の実績結果が補助金の交付の決定の内容

（第８条に基づく承認した場合は、その承認された内容）及び

これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、補助事業者に通知する。

２ 防衛大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した

場合において、既にその額を超える補助金が交付されていると

きは、その超える部分の補助金の返還を補助事業者に命ずる。

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令をなされた日から２０

日以内とし、期限内に納付がない場合は未納に係る金額に対し



て、その未納に係る期間に応じて年利 の割合で計算し10.95%
た延滞金を国は徴するものとする。

（交付決定の取消し等）

第１４条 防衛大臣は、第９条の補助事業の中止又は廃止の申請

があった場合及び次に揚げる場合には、第５条の交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又は変更することが出きる。

（１） 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱

に基づく防衛大臣の処分又は指示等に違反した場合。

（２） 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用し

た場合

（３） 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不

適当な行為をした場合

（４） 補助金の交付の決定後生じた事情の変更等により補助

事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

２ 防衛大臣は、前項の取り消しをした場合において、既に当該

取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、

期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

３ 防衛大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る

10.補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利

の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとす95%
る。

４ 前条第３項の規定は、第２項に基づく補助金の返還及び前項

の加算金の納付について準用する。

（財産の管理等）

第１５条 補助事業者は、補助対象経費により取得した財産（以

下「取得財産」という。）については、補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らねばならない。

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり又はあると見

込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させるこ

とがある。

（財産の処分の制限）

第１６条 前条の財産のうち、取得価格が１個又は１組５０万円

以上の物品等については、防衛大臣の承認を受けないで補助金

の交付の目的に反して処分してはならない。

（補助金の経理）

第１７条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、その

収入及び支出を記載した帳簿（以下「収支簿」という。）を備

え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、

補助金の使途を明らかにしなければならない。

２ 補助事業者は、前項の支出額についてその支出内容を証する

書類を整備して収支簿とともに、補助事業を完了した日の属す

る年度の終了後５年間保存しなければならない。

（概算払等）

第１８条 補助事業者は、補助金について概算払を受けようとす

るときは、概算払請求書を防衛大臣に提出するものとする。

第１９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が別に

定める。

附 則

第１条 この要綱は、昭和６２年１０月１日から適用する。



第２条 退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付要綱（５７．

４．５）は、廃止する。



別 紙 様 式 第 １

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

交 付 申 請 書

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 と し て 、 下 記

金 額 を 交 付 し て く だ さ る よ う 昭 和 ６ ２ 年 １ ０ 月 ８ 日 付 け 防 人 ２ 第 ５

２ ５ ８ 号 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ４ 条 の 規

定 に よ り 、 別 紙 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。

交 付 申 請 額 金 円

（ 添 付 書 類 ）

１ 令 和 年 度 事 業 計 画 書

２ 令 和 年 度 収 支 予 算 書

３ 補 助 対 象 経 費 の 配 分 表

４ そ の 他 必 要 な 書 類



別 紙 様 式 第 ２

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ） 殿

令 和 年 月 月 付 け 第 号 で 申 請 の あ っ た 令 和

年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 に つ い て は 、 補 助 金

等 に 係 る 予 算 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ０ 年 法 律 第 １ ７ ９ 号 。

以 下 「 適 正 化 法 」 と い う ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お。

、 。り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の で 同 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 通 知 す る

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

（ 「 」 。）１ こ の 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 以 下 補 助 事 業 と い う

は 、 令 和 年 月 日 付 け 第 号 で 申 請 （ 以

下 「 申 請 書 」 と い う ） の あ っ た 退 職 予 定 自 衛 官 の 再 就 職 の た め。

の 職 業 紹 介 事 業 と し 、 そ の 内 容 は 申 請 書 記 載 の 事 業 計 画 書 の と お

り と す る 。



、 。 、２ 補 助 対 象 経 費 並 び に 補 助 金 の 額 は 次 の と お り と す る た だ し

補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 に よ り 補 助 事 業 の 要 す る 経 費 及 び 補 助 対 象

経 費 が 変 更 さ れ た 場 合 に お け る 補 助 金 の 額 に つ い て は 、 別 に 通 知

す る と こ ろ に よ る も の と す る 。

補 助 対 象 経 費 円

補 助 金 の 額 円

３ 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の 配 分 及 び 補 助 対 象 経 費 の 配 分 並 び に 補

助 金 の 額 は 、 別 紙 の と お り と す る 。

４ 補 助 事 業 者 は 、 適 正 化 法 、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 ３ ０ 年 政 令 第 ２ ５ ５ 号 ） 及 び 退 職 予。

定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 防 人 ２ 第 ５ ２ ５ ８ 号 。

６ ２ ． １ ０ ． ８ ） の 定 め る と こ ろ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。



別 紙 様 式 第 ３

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

補 助 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書

標 記 に つ い て 、 下 記 理 由 に よ り 補 助 事 業 の 内 容 （ 経 費 の 配 分 ） を

変 更 し た い の で 、 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。

記

１ 変 更 の 理 由

２ 変 更 後 の 事 業 費

区 分 変 更 前 変 更 後

円 円

補 助 対 象 経 費

補 助 金 額



３ 事 業 変 更 収 支 予 算 書

４ 補 助 対 象 経 費 の 配 分 表

５ そ の 他 必 要 な 書 類



別 紙 様 式 第 ４

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

補 助 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書

標 記 に つ い て 、 下 記 理 由 に よ り 補 助 事 業 を 中 止 （ 廃 止 ） し た い の

で 、 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に

基 づ き 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。

記

１ 中 止 （ 廃 止 ） の 理 由

２ 中 止 （ 廃 止 ） す る 事 業 の 内 容

３ そ の 他 必 要 な 書 類



別 紙 様 式 第 ５

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

補 助 事 業 事 故 報 告 書

標 記 に つ い て 、 下 記 理 由 に よ り 補 助 事 業 が 遅 延 し 補 助 事 業 の 遂 行

が 困 難 と な り ま し た の で 、 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交

付 要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。

記

１ 遅 延 の 理 由

２ 遅 延 す る 事 業 の 内 容

３ そ の 他 必 要 な 書 類



別 紙 様 式 第 ６

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

に 係 る 事 業 実 施 状 況 報 告 書 に つ い て

標 記 に つ い て 、 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

１ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 別 紙 の と お り 報 告 し ま す 。

添 付 資 料 ： 別 紙



別 紙

令和 年度第 四半期収支状況報告書

１ 収入 令和 年 月 日現在

科 目 流用等 収 入 額
今期まで

款 項 目 予 算 額 増△減 予算現額 前期まで 合 計 備 考
の予定額 今期の額

額 の累計 収 入 済 額 収入未済額 計

２ 支出 令和 年 月 日現在

科 目 流用等 支 出 額
今期まで

款 項 目 予 算 額 増△減 予算現額 前期まで 合 計 備 考
の予定額 今期の額

額 の累計 支 出 済 額 支出未済額 計

（注）１ 流用を行った場合は、それぞれの対象科目及び金額、流用理由並びに流用年月日を明記する。
２ 収入未済額は、収入が確定し、収納されていないものとし、支出未済額は、支出が確定し、支出されていないものをいう。
３ 事業の状況は、申請書記載の事業計画書に準じて作成すること。



別 紙 様 式 第 ７

令 和 年 月 日

防 衛 大 臣

殿

財 団 法 人 自 衛 隊 援 護 協 会

住 所

（ 代 表 者 役 職 名 及 び 氏 名 ）

令 和 年 度 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金

補 助 事 業 実 績 報 告 書

標 記 に つ い て 、 退 職 予 定 自 衛 官 就 職 援 護 業 務 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

１ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。

記

１ 令 和 年 度 事 業 報 告 書

２ 令 和 年 度 収 支 決 算 報 告 書 （ 別 紙 に よ る も の ）。



別 紙

令和 年度収支決算報告書

１ 収入

科 目 収 入 額
予 算 額 流用等増△減額 予 算 現 額 備 考

款 項 目 収 入 済 額 収入未済額 計

２ 支出

科 目 支 出 額
予 算 額 流用等増△減額 予 算 現 額 備 考

款 項 目 支 出 済 額 支出未済額 計

（注）１ 流用を行った場合は、それぞれの対象科目及び金額、流用理由並びに流用年月日を明記する。
２ 収入未済額は、収入が確定し、収納されていないものとし、支出未済額は、支出が確定し、支出されていないものをいう。
３ 事業の状況は、申請書記載の事業計画書に準じて作成すること。



退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付要領

（目的）

第１条 この要領は、退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付

要綱（以下「交付要綱」という。）第３条第２項、第８条第１

項及び第１９条の規定に基づき、補助金の交付の実績に関し必

要な事項を定めることを目的とする。

（補助対象経費の目細）

第２条 交付要綱第３条第２項に定める退職予定自衛官就職援護

業務費補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象として、

防衛大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）の細

目は、別表のとおりとする。

（補助金の交付）

第３条 防衛大臣は、補助金が十分の五と定められている補助金

の交付に当たっては、、予算の範囲内において財団法人 自衛

隊援護協会（以下「補助事業者」という。）が負担する額を限

度として交付する。

（補助対象経費の配分変更の承認）

第４条 交付要綱第８条第１項第１号に定める防衛大臣の承認を

必要とする補助対象経費の変更は、次の各号に揚げる場合とし、

この場合の申請は別紙様式によるものとする。

（１） 別表に揚げる補助率を異にする（目）間又は（目細）

間の流用をしようとするとき及び別表に揚げる補助率を

同じくする（目）間又は（目細）間の流用で、その流用

額がいずれかの科目の金額の２０％を越えることとなる

場合

（２） （款）役職員給与の（項）職員給与の（目）超過勤務

手当と他の（目）との間の流用及び（款）管理運営費の

（項）一般管理費の（目）事務費（目細）会議費、交際

費と他の（目細）との間の流用をしようとするとき

（概算払等）

第５条 補助事業者は、交付要綱第１８条に定める概算払請求書

を、各四半期ごとに使途区分等を明らかにした書類を添えて防

衛大臣に提出するものとする。

（協議）

第６条 補助事業者は、交付要綱及び本要領に定めるもののほか、

この事業の執行に関して疑義が生じた場合は、その都度防衛大

臣と協議するものとする。

附 則

第１条 この要領は、昭和６２年１０月１日から適用する。

第２条 退職予定自衛官就職援護業務費補助金交付実施要領

（５７．４．５）は、廃止する。



別 表

補 助 対 象 経 費 の 細 目 補 助 率 補 助 対 象 経 費 の 細 目 補 助 率

退職予定自衛官就職援護業務費補助金

（款）役職員給与　10/10 １０／１０ （項）社会保険料等

（項）役員給与 （目）社会保険料

（目）基本給 （目細）厚生年金保険

（目細）基本給 （目細）健康保険

（目細）地域手当 （目細）雇用保険

（目）諸手当 （目細）労災保険

（目細）通勤手当 （目）児童手当事業主負担金

（項）職員給与 （目細）児童手当事業主負担金

（目）基本給 （目）退職積立金

（目細）本俸 （目細）退職積立金

（目細）扶養手当 （款）管理運営費　５／１０   ５／１０

（目細）地域手当 （項）一般管理費

（目）諸手当 （目）土地建物借料

（目細）管理職手当 （目細）土地建物借料

（目細）通勤手当 （款）職業紹介事業費　１０／１０ １０／１０

（目細）期末勤勉手当 （項）就職援護旅費

（目細）寒冷地手当 （目）就職援護旅費

（目細）住居手当 （目細）就職援護旅費

（目）超過記務手当 （項）就職援護管理費

（目）非常勤職員手当 （目）就職援護管理費

（目細）通信運搬費

（目細）印刷製本費

（目細）情報処理業務庁費


